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■
平
成
１９
年
9
月
２０
日
（
木
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
丹
波
市
・
神
戸
方
面 

　
九
月
二
十
日
に
観
光
部
視
察
研
修
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
今
回
の
視
察
研
修
会
は
、

丹
波
市
立
薬
草
薬
樹
公
園
に
お
い
て
薬
草

栽
培
・
商
品
化
に
つ
い
て
の
取
り
組
み
、

施
設
運
営
等
に
つ
い
て
丹
波
市
役
所
の
方

よ
り
話
を
伺
い
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
先

方
の
取
り
組
み
に
対
し
て
の
意
見
や
、
薬

草
に
つ
い
て
の
質
問
が
出
る
な
ど
、
予
定

時
間
を
押
す
ほ
ど
盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま

し
た
。 

●
九
月
二
十
五
日
「
景
気
・
情
報
」 

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ブ
ロ
グ
を
経
営
に
活
か
す 

　
〜
Ｉ
Ｔ
は
ま
だ
ま
だ
武
器
に
な
る
！
〜 

●
九
月
二
十
七
日
「
金
融
・
税
務
」 

　
小
規
模
企
業
の
節
税
対
策 

　
〜
税
務
調
査
時
の
留
意
点
〜 

●
十
月
二
日
「
経
営
・
労
務
」 

　
自
社
に
ピ
ッ
タ
リ
の
賃
金
制
度
の
作
り
方 

●
十
月
五
日
「
不
況
対
策（
実
践
経
営
論
）」 

　
企
業
再
生
の
現
場
か
ら 

　
〜
社
員
一
人
ひ
と
り
が
自
己
改
革
を 

　
　
　
　
　
　
　
続
け
る
会
社
環
境
を
創
る
〜 

　
平
成
十
九
年
度
の
経
営
セ
ミ
ナ
ー
（
経
営
改
善

研
究
事
業
）
が
、
九
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
五
日

に
か
け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
事
業
は
、
事
業
所
の
経
営
力
向
上
と
経
営

改
善
を
目
的
と
し
て
、
「
景
気
・
情
報
」
「
金
融
・

税
務
」
「
経
営
・
労
務
」
「
不
況
対
策
」
の
課
題

別
に
研
修
会
を
行
う
も
の
で
、
今
年
度
は
四
回
の

研
修
会
を
実
施
し
ま
し
た
。 

　
各
回
と
も
分
野
別
に
精
通
し
た
講
師
に
よ
り
中

身
の
濃
い
セ
ミ
ナ
ー
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 全4回 全4回 

「日高冬まつり」 「日高冬まつり」 
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全4回 

■講演会 
　日　時／9月20日（木）　17名出席 
　場　所／ワークピア日高 
　テーマ／「これを知らないと損する！？」 
　講　師／兵庫県立但馬生活科学センター 
　　　　　消費生活相談員　一　幡　慶　子　氏 

■奉仕作業 
　＜養護老人ホーム ことぶき苑 清掃作業＞ 
　日　時／9月3日（月）　20名参加 
　※落ち葉掃きやガラス拭きに汗を流しました。 
　　入所しておられる皆さんに喜んでいただけました。 

■9月例会（講師例会） 
　日　時／9月12日（水）　29名出席 
　場　所／商工会館大会議室 
　テーマ／「経済動向について 
　　　　　　　関心を持とう“その2”」 
　講　師／若　林　　茂　氏 
　　　　　但馬銀行　執行役員　法人営業部長 

　内　容／「金融機関の変化と今必要な中小企業の対応」 
　　　　　１．金融機関を取り巻く環境の変化 
　　　　　２．新しい金融の動き 
　　　　　３．根拠のある経営計画の作成と実行 
　　　　　４．金融機関との新たな関係の構築 
 

今後の予定　・１０月２２日　部員親睦研修（倉敷方面） 
　　　　　　・１１月１３日　後期料理講習会・接客講習会 
 

「おかしいな、不安だな」と思ったら 
すぐに地元の警察署や、生活科学 
センターに相談してください。 
契約に関するトラブルの解決方法を 
一緒に考えます。 

URL http://www2.nkansai.ne.jp/org/hss/ 
E-mail hss@mxa.nkansai.ne.jp

集まれ若き経営者　只今、部員募集中！！ 

予 告  “元気ひだか” 
ふれあい物産まつり 「日高冬まつり」 「日高冬まつり」 「日高冬まつり」 

（仮称） 

と　き 

ところ 

内　容 

平成20年1月下旬から2月中旬頃（予定） 

神 鍋 高 原  

花火、雪の造り物展、物産・屋台村　他（予定） 

※例年、日高文化体育館で開催していま
した“元気ひだか”ふれあい物産まつ
りを今年は冬に神鍋で開催します。 

詳細は次号で
！ 
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　◎貯蓄共済　　目標　６００口　期間：平成１９年１０月１日～平成１９年１１月３０日　

◎安全共済　　目標　５０口　期間：平成１９年１０月１日～平成２０年３月１４日

★商工会は補助金の削減や会員減少による会費の減収に伴い、厳しい財政運営を強いられていますが、地域
活性化を図るため各種事業に取り組んでいます。そうした中、自主財源確保の一環として、共済事業の退
潮傾向に歯止めをかけるべく、新キャンペーン等を行い共済推進運動に取り組みます。

日高町商工会  共済推進運動実施中 

近畿府県商工貯蓄共済合同キャンペーン実施 

安全共済
目標口数

貯蓄共済
目標口数

会員数
（Ｈ１９．９．１）

地　区　名安全共済
目標口数

貯蓄共済
目標口数

会員数
（Ｈ１９．９．１）

地　区　名

44043日吉、日置45091西　　　気

43044日高、鶴岡480121清　　　滝

44055国分寺、水上、山本47096三　　　方

480133国府、八代43029久斗、夏栗、道場、久田谷

22038青　年　部43064東構、祢布

22039商工女性部45045宵田、岩中、浅倉、赤崎

22043観光女性部44065江　　　原

50600合　　　計

平成１９年度　商工貯蓄共済・商工安全共済の加入勧奨（各地区・各部）目標一覧表

※平成１９年９月１日～平成１９年１１月１５日契約手続分（平成１９年１２月１日契約始期分までが対象）

問い合せ先　日高町商工会　� 42‐1251

1 契約で新規掛金 10,000 円加入者の方に（満期更新もＯＫ）
近畿府県内の特産品等（5,000円相当）プレゼント

詳細については商工会事務局にご確認ください。
21 種類の特産品から 1つ
お選びいただけます。

経済講演会 税務講習会 所得税決算説明会 

「勝てる法則づくり」 
～来期の経営に活かす～ 

日　時：12月18日（火） 
　　　　14：00～16：00 
場　所：日高町商工会館 
講　師：（株）タナベ経営 
　　　　　　大阪本部長 
　　　　　　中　村　敏　之　氏 
受講料：無　料 

「事業承継と節税対策」 
事業承継（世代交代）、相続税・
贈与税についてお悩みの方はぜ
ひご参加を！ 

日　時：11月16日（金） 
　　　　19：30～21：00 
場　所：日高町商工会館 
講　師：税理士 
受講料：無　料 
※希望者には個別相談の日程調整もいたします。 

日　時：12月5日（水） 
　　　　14：00～ 
場　所：日高農村 
　　　　環境改善センター 
　　　　多目的ホール 
講　師：豊岡税務署員 

問い合せ先　日高町商工会　�42-1251

お知ら
せ 
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個別経営専門相談をご利用ください 

経営向上（レベルアップ） 

会員事業所から相談内容について確認（問題点等の把握）

…商工会担当職員による聞き取り訪問等を行います。 

相 談 方 法 

あなたの経営をサポートします 

●創業・経営革新個別相談 
　新規創業・経営革新等でご相談のある方。 
●人材育成個別相談 
　社員教育・後継者の育成でお悩みの方。 
●経営改善個別相談 
　中長期経営計画の策定でお悩みの方。 
●法律個別相談 
　ビジネスのトラブル・債権回収・交通事故・相続問題等法
　律問題でお悩みの方。 
●労務・年金個別相談 
　就業規則・社会保険・年金・労働保険等でお悩みの方。 
●金融個別相談 
　開業資金・事業資金のご相談がある方。 
●税務個別相談 
　記帳の仕方・複式簿記・消費税・相続・贈与等でお悩みの方。 
日頃の悩み（経営関係）など、何でもお聞きし一緒になっ
て悩みを解決できるよう相談窓口を設けています。 
（相談内容はすべて部外秘）（※一部費用負担必要） 

申　　　　込 

相談内容（問題点等）に応じた専門家（中小企業診断士

等）の選定…希望の専門家があれば派遣可能、なけれ

ば相当の者を派遣します。 

専門家の選定 

相談回数は内容に応じて決定します。 

（初回専門家面談後に調整する）平均１～３回とする。…

回数内容等に応じて費用負担が必要（１回派遣につき

派遣費の２０％） 

相談回数の決定 

具体的対策の策定と改善策の実行。 

…指導回数に応じて助言と実行、成果確認を繰り返します。 

専門家の指導・助言 

経営革新とビジネスプランの作り方 

でんごんばん1

コースのねらい 
　この研修では、自社の経営革新を実現するために、新しい事
業アイデアを魅力的かつ説得力のあるビジネスプランとして
具体化する手順を実践的に学びます。 

募 集 要 項  
対象者　経営者、経営幹部、上級管理者、総務・企画部門
　　　　の管理者 

期　間　平成１９年１２月１１日（火）～平成２０年２月１５日（金） 

受講料　83,000円　　定　員　30名 

コースの特色 

カリキュラム 

・自社の「強み」から新しい事業アイデアを描き、ビジネスと
して練り上げる手順を学びます。 
・社内外に対して説得力を持つ、魅力的なビジネスプランの作
り方を学びます。 
・専門家の個別指導のもと自社の「経営革新プラン」を作成し
ます。 

宿泊施設 
宿泊：一泊1,500円 
個室・駐車場・レストラン・喫茶・図書室・パソコン室・そ
の他娯楽・スポーツ設備などもございます。 

受講者同士の交流会 
受講生間の交流会でさまざまな業種の方との情報交換や人脈
を広げることができます。 

お問い合わせ・お申し込み 
独立行政法人中小企業基盤整備機構 

近畿支部人材支援部　中小企業大学校関西校 
T E L ：0790-22-5931　 FAX：0790-22-5941 
U R L ：http://kansaiko.jp/ 
e-mail：kan-kenshu@smj.go.jp

第
1
回
 

第
2
回
 

第
3
回
 

月日 タイトル 内　　　　容 

12/11� 

12/12� 

12/13� 

1/16� 

1/17� 

1/18� 

2/13� 

2/14� 

2/15� 

経営革新の成功条件 

自社の経営活動の 
現状分析 

新しい事業構想と 
目標の設定 

基本戦略と 
課題の検討 

「経営革新プラン」 
の策定 

プランの発表と講評 

・経営革新の重要性と成功要因 
・新事業アイデアの発想法と企画構想力 
・経営革新の公的支援策 
・事業内容や経営環境の分析方法 
・新事業アイデアにつながる環境変化 
　や経営資源 
 

・部門別行動計画の立案 
・数値計画（売上・利益、資金計画等）の立案 
・実施体制、スケジュール等の明確化 
・プレゼンテーションの留意点 
・講師講評と質疑応答 

・アイデアの事業としての評価 
・セールスポイント・特徴の整理 
・新事業のビジョン・目標の設定 
・基本戦略の立案 
・課題の整理と解決策の検討 
・事業構想の組み立て・具体化 
・ビジネスプランの策定手順 

日高町商工会「企業育成特別事業」 中小企業大学校　関西校 
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兵庫県最低賃金時間額14円引き上げ 

パートタイム労働法が変わります。 ～平成20年4月1日施行～ 

国民生活金融公庫からのお知らせ 
〈国の教育ローンのご案内〉 

国の教育ローン（教育貸付） 

●ご利用いただける方 

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境 
を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。 

683円 ⇒ 697円 平成１９年 
１０月３１日より予定 

この最低賃金は兵庫県内の事業場で使用されるパート・アル
バイト等を含めた全ての労働者に適用されます。 

※業種別最低賃金が適用される場合は上記の金額より高くなっ
　ていますのでご注意下さい。 

詳しくは　兵庫労働局労働基準部賃金課 �078-367-9154

問い合せ先　兵庫労働局雇用均等室 �078-367-0820

パート社員を雇用している事業所、これから雇用を検討し
ている事業所は、自社のパート労働者の就業規則、雇用契
約書、昇給制度・・・等々、あらためて見直す必要があるかも
しれません。 
今回の改正のポイントをまとめてみました。 
 
 

1．労働条件明示の「義務化」 
～雇い入れの際は労働条件を文書で明確に～ 

改正前：努力義務　→　改正後：違反の場合は過料10万円！ 
パート社員採用時に、労働基準法で文書交付を義務づけら
れているものに加え、 昇給、賞与、退職金の有無等について、
文書の交付等による明示が義務化されます。 

2．正社員と同視すべきパート労働者の待遇を差別的に取
り扱うことを禁止 
～「パート」だから・・・は理由になりません～ 

正社員と仕事の内容・責任が同じで、人事異動の有無や範
囲が全雇用期間を通じて同じ、かつ、契約期間が実質的に無
期であるパート労働者のすべての待遇について、「パート
労働者」であることを理由に、賃金、教育訓練、福利厚生な
どの待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。 
　上記以外のパート労働者についても、働き方によって待
遇を決定することが努力義務化されます。 

3．正社員へ転換する推進措置の「義務化」 

4．パート労働者からの苦情の自主的な解決を図ることの
努力義務化 

など、パート労働者の待遇について改善を図ることが求め
られています。 
 
 

「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社
員」など、呼び方は異なっても、「１週間の所定時間が正社員
に比べて短い労働者」であれば、今回の改正の対象になり
ますので、ご注意を！ 
 
 

パート労働者の雇用管理の改善のため、評価・資格制度や
正社員への転換制度などを導入した場合の事業主への助
成金制度が設けられています。 
 
改正パートタイム労働法の概要については厚生労働省のホー
ムページをご覧下さい。 

URL：http://www.mhlw.go.jp/

パート労働者とは・・・ 

助成金制度があります 

改正のポイント 

　国民生活金融公庫は、政府系金融機関として「国の教
育ローン」をお取り扱いしています。 
　入学時の学校納付金等のほか、在学中に必要な授業料、
交通費などのお支払い資金としてご利用いただけます。 
　お気軽にご相談ください。 

でんごんばん2

高校・大学・専門学校等に入学・在学さ
れる方の保護者またはご本人で、年間
収入が990万円（事業所得者につい
ては770万円）以内の方 

●ご融資額 
学生・生徒お一人につき200万円以内 

●ご返済期間 
10年以内 

【詳しいお問い合わせ、ご相談は】 

国民生活金融公庫豊岡支店 
　 0796-22-4327 
または 
教育ローンコールセンター 
　 0570-008656

●据置期間 
在学期間内での元金の据置ができま
す（ご返済期間に含まれます） 

●利率（固定） 
年2.5％ 
（平成19年8月10日現在） 

全国から市内通話料金でご利用いただけま
す。 
お客様がご加入されている電話でご利用い
ただけない場合は、 
03-5321-8656 におかけください。 

金 融  
情 報  

◎国民生活金融公庫　普通貸付　2.50  ％ 

◎商工貯蓄共済貸付　変動利率　2.375％ 

（10月15日現在） 
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「経営者の強い味方」10月11月は「全国加入促進強化月間」 

問い合せ先　豊岡税務署 �22-2101

問い合せ先　日高町商工会　�42-1251

でんごんばん3

e-Tax（国税電子申告・納税システム）は、あらかじめ開始届出書
を提出し、登録をしておけば、インターネットで国税に関する申告
や納税、申請・届出などの手続ができる便利なシステムです。 

について 
って、どんなもの？ 

、ここが便利なポイント 

①申　告　所得税、法人税、消費税の申告はもちろん、酒税や印
紙税の申告もできます。 

②納　税　インターネットバンキングやＡＴＭなどを利用して、す
べての税目の納税ができます。 

③申請・届出等　青色申告の承認申請、納税地の異動届、電子納
税証明書の交付請求など、税務に関する申請・届出な
どの提出ができます。 

ご利用できる手続 

①パソコンとインターネットが利用できる環境 
②電子署名用の電子証明書（電子証明書がＩＣカードで発行され
　る場合は、ＩＣカードリーダライタ） 

　e-Taxは利用するメリットが多くあります。なかでも、代表的な
ものをご紹介します。 
■時間の節約で仕事に集中できる！ 
税務署や金融機関に行かなくても、自宅やオフィスから国税に
関する手続ができるので、時間を有効活用できます。 

■回数の多い手続もかんたん！ 
特に源泉所得税の毎月納付や、消費税の中間申告・納付など、回
数の多い手続には自宅やオフィスから申告・納税等ができます。 

■確定申告書等作成コーナーからデータを引き継ぎできる！ 
所得税や個人事業者の消費税の申告については、国税庁ホー
ムページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告デー
タを引き継いで申告できます。 

■午後9時まで手続ができて便利！ 
受付システムの利用時間内ならば、税務署の閉庁時間でも時
間を気にすることなく申告・納税などができます。 
※インターネットバンキング等の利用可能時間内である必要があります。 

■インターネットバンキング等で納税できて安心！ 
電子納税は、現金や小切手を持ち歩く必要がありませんので安
全です。 

■ペーパーレス化できる！ 
ムダな紙を削減でき、事務の効率化にもなります。 

ご利用のために必要なもの 

■電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名
及び電子証明書を併せて送信した場合に、所得税額から5,000円（そ
の年分の所得税額を限度）を控除（平成19年分又は平成20年分のい
ずれか1回）できるようになります。 
■平成19年分以後の所得税の電子申告においては、医療費の領
収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類の
添付を省略できるようになります（平成20年1月から適用） 

さらに個人の方は… 

詳しくは国税局ホームページをご覧下さい 

自宅にインターネット環境がない方も 
日高町商工会のパソコンをご利用下さい。 
　商工会では申告期にe-Taxで申告で
きるパソコンを設置します。 
　分からないことがあれば何でもお気
軽にご連絡下さい。 

日高町商工会　�42-1251

小規模企業共済制度 
経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度） 

小規模企業共済制度 
　小規模企業の経営者には定年はありませんが、いつかは現
役を引退する日がきます。通常、経営者には退職金がありませ
んので、現役を引退した後の収入は、主に国民年金になります。
このため、小規模企業の経営者は、自助努力により現役引退後
の生活資金を予め準備する必要があります。 
　こうした小規模企業の経営者を支援するため、いわば「経営
者の退職金」にあたるものが、小規模企業共済なのです。 
　小規模企業共済は、優遇税制や支払われる共済金の額など
の面で優れたメリットを有しており、小規模企業の経営者であ
れば利用・検討しない手はありません。 
 

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度） 
自社が健全経営でも… 
　中小企業は、自社が健全経営であっても、取引先の倒産によ
り一気に経営が悪化し、連鎖倒産する可能性があります。中小
企業が倒産する場合、わずかな資金繰りが都合できず、経営者

個人の資産まで手放さなければならないことも多々あります。 

銀行からの資金調達とは似て非なるもの 
　銀行等の融資における金融審査は、回収の見込みの有無で
行われますので、取引先の倒産により不良債権を抱えた企業
に対しては、金融審査は厳しくなり、結果的に融資実行もしづ
らくなるのが一般的です。 
　経営セーフティ共済は倒産した取引先との商取引の事実確
認で迅速に資金調達ができ、しかも借入から6カ月は返済が据
え置かれる制度です。（無利子なので金利返済もありません。） 

健全経営企業こそ 
　競争激化の今日において、中小企業が常に経営革新を目指し
ていくことは至上命題であり、経営革新を図る一方で、いざという
ときのリスクに備えることが経営の安定化につながっていきます。 
　経営セーフティ共済は、税制面のメリットや、一定期間以上掛
金を納付し、貸付を利用しなければ掛金全額が戻ってくるなど
の特徴を有しており、『不測の事態の資金手当て』として中小
企業の経営者であれば利用・検討しない手はありません。 
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①事業所名 
②地区名 
③代表者名 

④事業開始日 
⑤事業内容（特色等） 
⑥モットー 
 

⑦ひとこと 
⑧ＴＥＬ・ＦＡＸ・ＵＲＬ 

以下の内容順にお答えいただきました。 

表 紙 ●神鍋  実りの秋　　●運動会風景 

な
か 

や 

会員増強（組織強化）運動実施中！ 

日高地域で事業を営んでおられる方をご紹介ください 
　日高町商工会では、現在、会員増強（組
織強化）運動を実施しております。 
　企業や個人事業所の事業規模、業種
を超えてご入会いただいております。個
人や一企業だけでは解決できない問題
や中小企業施策など様々な経営者の声
を国等への施策に反映させるためにも、
会員数の増加による組織力の強化が必
要です。 
　地域で事業を営んでおられて、まだ商
工会へ加入されていない方をご存じで
したら地域の役員・商工会事務局へご連
絡をお願いいたします。 

新 入 会 員 紹 介  
業　　　　種 代表者名 事 業 所 名 地区 

土木工事業 福 井 公 明 福井工業 松 岡 
家庭用医療用具の製造 ・ 卸 ・ 販売 豊 岡 支 店 長 大 倉 比 呂 志 ジャパンライフ㈱ 日 置 

会員向け新サービスのお知らせ 

　　会員向けカラー 
　　コピーの無料 
　　サービス 
 
1回100枚まで 
（試験期間：平成20年3月末まで） 

　　インターネット 
　　情報検索サービス 

パソコンをあまり使われない会員
を対象に、インターネット情報検
索を職員が無料で代行します。
何か調べてほしいことがあれば
お気軽にご連絡下さい。 

　　電子申告e-Tax対応 
　　パソコンの設置 

自宅にパソコンがない、インターネット
環境が整っていない方は商工会のパ
ソコンを使って下さい。またイータック
スでの申告の仕方が分からない方は
職員がご説明もいたします。 

1 2 3


